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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　小売施設内で消費者の移動する先である１つ以上の位置の予測を決定するコンピュータ
で実行される方法であって、前記方法は、実行されたときに前記方法を実行するコンピュ
ータプログラム命令を用いるプログラムが組み込まれた１つ以上の物理プロセッサを有す
るコンピュータによって実行され、前記方法は、
　前記コンピュータにより、前記小売施設内で行われている現在買物移動中の前記消費者
に関連する識別子をセルフスキャニングデバイスから取得することと、
　前記コンピュータにより、前記識別子に基づいて、前記消費者の第１の特性を少なくと
も取得することと、
　前記コンピュータにより、前記セルフスキャニングデバイスからスキャン情報を取得す
ることと、
　前記コンピュータにより、前記スキャン情報に基づいて前記消費者が現在買物移動中に
移動した前記小売施設内の少なくとも１つの位置を識別することと、
　前記コンピュータにより、前記第１の特性と複数の位置との間の第１の相関関係を少な
くとも取得することであって、前記第１の相関関係は、前記第１の特性に関連付けられた
消費者の母集団が前記複数の位置を個別に訪問したことを示す情報に基づくことと、
　前記コンピュータにより、前記消費者が現在買物移動中に移動した前記少なくとも１つ
の位置が、前記消費者の母集団により個別に訪問された前記複数の位置の中にあると、判
定することであって、前記消費者の母集団の少なくとも１つは、商品を含むバスケットサ
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イズに関連付けられていることと、
　前記コンピュータにより、前記第１の相関関係と、前記少なくとも１つの位置が前記複
数の位置の中にあるという前記判定と、前記バスケットサイズとに基づいて、前記少なく
とも１つの位置とは異なる複数の位置のうち、前記消費者が１つ以上の位置に移動すると
予測することと、
　前記コンピュータにより、前記１つ以上の位置に基づいて関連情報を識別することと、
　前記コンピュータにより、前記関連情報を前記消費者に提供することと、
を含む、方法。
【請求項２】
　前記方法は、現在買物移動中
　前記コンピュータにより、前記消費者とは異なる第１の消費者に関する第１の特性を少
なくとも取得することと、
　前記コンピュータにより、以前の買物移動中に前記第１の消費者により訪問された前記
小売施設内の第１の位置を取得することと、
　前記コンピュータにより、前記第１の位置と前記第１の特性とを相関させて、前記第１
の相関関係を生成することと、
　前記コンピュータにより、前記第１の相関関係が選択可能なものになるように前記第１
の相関関係を記憶するようにすることと、
を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記方法は、
　前記コンピュータにより、前記消費者の以前の買物移動中に前記消費者により訪問され
た前記小売施設内の一連の以前の位置を取得することと、
　前記コンピュータにより、前記一連の以前の位置に基づいて前記以前の買物移動中に前
記消費者が向かった移動方向を決定することであって、前記第１の特性が前記移動方向を
含むことと、
を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記方法は、
　前記コンピュータにより、前記消費者の以前の買物移動中にスキャンされた複数の商品
に関連する情報を取得することと、
　前記コンピュータにより、前記複数の商品に基づいて前記消費者のバスケットサイズを
決定することであって、前記第１の特性が前記消費者のバスケットサイズを有することと
、
を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記方法は、
　前記コンピュータにより、第１の以前の買物移動中に行われた前記消費者の第１の買物
挙動を取得することと、
　前記コンピュータにより、第２の以前の買物移動中に行われた前記消費者の第２の買物
挙動を取得することと、
　前記コンピュータにより、前記第１の買物挙動と前記第２の買物挙動との整合性のレベ
ルを決定することであって、前記第１の特性が前記整合性のレベルを包含ことと、
を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１の買物挙動は、前記消費者が前記第１の以前の買物移動中に向かった第１の移
動方向を含み、前記第２の買物挙動は、前記消費者が前記第２の以前の買物移動中に向か
った第２の移動方向を含み、
　前記整合性のレベルを決定することは、前記第１の移動方向が前記第２の移動方向と同
一であるか否かを判定することを含む、請求項５に記載の方法。
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【請求項７】
　前記第１の買物挙動は、前記第１の以前の買物移動の結果得られる第１のバスケットサ
イズを含み、前記第２の買物挙動が前記第２の以前の買物移動の結果得られる第２のバス
ケットサイズを含み、
　前記整合性のレベルを決定することは、前記第１のバスケットサイズが閾値の範囲内で
前記第２のバスケットサイズと同程度であるか否かを判定することを含む、請求項５に記
載の方法。
【請求項８】
　前記第１の買物挙動は、前記第１の以前の買物移動中に訪問した第１の位置を含み、前
記第２の買物挙動は、前記第２の以前の買物移動中に訪問した第２の位置を含み、
　前記整合性のレベルを決定することは、前記第１の位置が前記第２の位置と同一である
か否かを判定することを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　前記方法は、
　前記コンピュータにより、複数の消費者のうちの個々のものによって共有される前記第
１の特性に基づいて前記複数の消費者を少なくとも第１のグループにセグメント化するこ
とであって、前記第１の特性と前記複数の位置との間の前記第１の相関関係が前記複数の
位置を訪問した前記第１のグループに基づくことを更に含み、
　前記第１の相関関係を取得することは、前記第１のグループと共通する前記第１の相関
関係を前記消費者が共有すると判定することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの位置を識別することは、
　前記コンピュータにより、前記スキャン情報に基づいて現在買物移動中にスキャンされ
た商品の表示を取得することと、
　前記コンピュータにより、前記商品が前記小売施設において販売される位置を決定する
ことであって、前記少なくとも１つの位置は、前記商品が販売される前記位置に基づいて
識別されることと、
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記方法は、
　前記コンピュータにより、前記消費者の新しい位置を識別することと、
　前記コンピュータにより、第２の特性と第２の複数の位置との間の第２の相関関係を決
定することであって、前記第２の複数の位置が前記新しい位置を含むことと、
　前記コンピュータにより、前記第１の相関関係を前記第２の相関関係で置き換えること
と、を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記１つ以上の位置に前記消費者が移動すると予測することは、
　第１の時間間隔中に第１の位置に前記消費者が移動すると予測することと、
　第２の時間間隔中に第２の位置に前記消費者が移動すると予測することと、
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１の時間間隔及び前記第２の時間間隔は、前記消費者の以前の買物移動中のスキ
ャン間の以前の時間に基づいて決定される、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１の時間間隔は、前記第１の位置と前記少なくとも１つの位置との間の距離に基
づいて決定される、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　小売施設内で消費者の移動する先である一つ以上の位置の予測を決定するシステムであ
って、前記システムは、
　前記小売施設内で行われている現在買物移動中の前記消費者に関連する識別子をセルフ
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スキャニングデバイスから取得することと、
　前記識別子に基づいて前記消費者の少なくとも第１の特性を取得することと、
　前記セルフスキャニングデバイスからスキャン情報を取得することと、
　前記スキャン情報に基づいて現在買物移動中に前記消費者が移動した前記小売施設内で
少なくとも１つの位置を識別することと、
　前記第１の特性と複数の位置との間で少なくとも第１の相関関係を取得することであっ
て、前記第１の相関関係は、前記第１の特性に関連付けられた消費者の母集団が前記複数
の位置を個別に訪問したことを示す情報に基づくことと、
　前記現在買物移動中に前記消費者が移動した前記少なくとも１つの位置が、前記消費者
の母集団により個別に訪問された前記複数の位置の中にあると、判定することであって、
前記消費者の母集団の少なくとも１つは、商品を含むバスケットサイズに関連付けられて
いることと、
　前記第１の相関関係と、前記少なくとも１つの位置が前記複数の位置の中にあるという
判定と、前記バスケットサイズとに基づいて、前記少なくとも１つの位置とは異なる複数
の位置のうち、前記消費者が１つ以上の位置に移動すると予測することと、
　前記１つ以上の位置に基づいて関連情報を識別することと、
　前記関連情報を前記消費者に提供することと、
を実行するようにコンピュータプログラム命令を用いたプログラムが組み込まれた１つ以
上の物理プロセッサを有するコンピュータ
を含む、システム。
【請求項１６】
　前記コンピュータは、
　前記消費者とは異なる少なくとも第１の消費者に関する第１の特性を取得することと、
　以前の買物移動中に前記第１の消費者が訪問した前記小売施設内の第１の位置を取得す
ることと、
　前記第１の位置と前記第１の特性とを相関させて、前記第１の相関関係を生成すること
と、
　前記第１の相関関係が選択可能なものになるように前記第１の相関関係を記憶すること
と、
を実行するように更にプログラムが組み込まれる、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記コンピュータは、
　前記消費者の以前の買物移動中に前記消費者が訪問した前記小売施設内の一連の以前の
位置を取得することと、
　前記一連の以前の位置に基づいて前記以前の買物移動中に前記消費者が向かった移動方
向を決定することであって、前記第１の特性が前記移動方向を含むことと、
を実行するように更にプログラムが組み込まれる、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記コンピュータは、
　前記消費者の以前の買物移動中にスキャンされた複数の商品に関連する情報を取得する
ことと、
　前記複数の商品に基づいて前記消費者のバスケットサイズを決定することであって、前
記第１の特性が前記消費者のバスケットサイズを含むことと、
を実行するように更にプログラムが組み込まれる、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記コンピュータは、
　第１の以前の買物移動中に行われた前記消費者の第１の買物挙動を取得することと、
　第２の以前の買物移動中に行われた前記消費者の第２の買物挙動を取得することと、
　前記第１の買物挙動と前記第２の買物挙動との整合性のレベルを決定することであって
、前記第１の特性が前記整合性のレベルを含むことと、
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を実行するように更にプログラムが組み込まれる、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記第１の買物挙動は、前記消費者が前記第１の以前の買物移動中に向かった第１の移
動方向を含み、前記第２の買物挙動は、前記消費者が前記第２の以前の買物移動中に向か
った第２の移動方向を含み、
　前記整合性のレベルは、前記第１の移動方向が前記第２の移動方向と同一であるか否か
に基づいて決定される、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記第１の買物挙動は、前記第１の以前の買物移動の結果得られる第１のバスケットサ
イズを含み、前記第２の買物挙動は、前記第２の以前の買物移動の結果得られる第２のバ
スケットサイズを含み、
　前記整合性のレベルは、前記第１のバスケットサイズが閾値の範囲内で前記第２のバス
ケットサイズと同程度のものであるか否かに基づいて決定される、請求項１９に記載のシ
ステム。
【請求項２２】
　前記第１の買物挙動は、前記第１の以前の買物移動中に訪問した第１の位置を含み、前
記第２の買物挙動は、前記第２の以前の買物移動中に訪問した第２の位置を含み、
　前記整合性のレベルは、前記第１の位置が前記第２の位置と同一であるか否かに基づい
て決定される、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記コンピュータは、
　複数の消費者のうちの個々のものによって共有される前記第１の特性に基づいて前記複
数の消費者を少なくとも第１のグループにセグメント化することであって、前記第１の特
性と前記複数の位置との間の前記第１の相関関係が前記複数の位置を訪問した前記第１の
グループに基づくことを実行するようにプログラムが更に組み込まれ、
　前記第１の相関関係は、前記第１のグループと共通する前記第１の相関関係を前記消費
者が共有するという判定に基づいて取得される、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記コンピュータは、
　前記スキャン情報に基づいて前記現在買物移動中にスキャンされた商品の表示を取得す
ることと、
　前記商品について前記小売施設で販売される位置を決定することであって、前記少なく
とも１つの位置は、前記商品が販売される前記位置に基づいて識別されることと、
を実行するようにプログラムが更に組み込まれる、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記コンピュータは、
　前記消費者の新しい位置を識別することと、
　第２の特性と第２の複数の位置との間の第２の相関関係を決定することであって、前記
第２の複数の位置が前記新しい位置を含むことと、
　前記第１の相関関係を前記第２の相関関係で置き換えることと、
を実行するようにプログラムが更に組み込まれる、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記複数の位置は、第１の位置と第２の位置とを含み、前記物理プロセッサは、
　第１の時間間隔中に前記第１の位置に前記消費者が移動すると予測することと、
　第２の時間間隔中に前記第２の位置に前記消費者が移動すると予測することと、
を実行するようにプログラムが更に組み込まれる、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記第１の時間間隔及び前記第２の時間間隔は、前記消費者の以前の買物移動中のスキ
ャン間の以前の時間に基づいて決定される、請求項２６に記載のシステム。
【請求項２８】
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　前記第１の時間間隔は、前記第１の位置と前記少なくとも１つの位置との距離に基づい
て決定される、請求項２６に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記関連情報は、インセンティブ、栄養情報、価格、又はレシピを含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項３０】
　前記関連情報は、インセンティブ、栄養情報、価格、又はレシピを含む、請求項１５に
記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、以前の買物履歴、現在の店舗内挙動、及び／又は、その他の情報に基づいて
、小売施設内で現在買物移動中の消費者の移動する先である１つ以上の位置を予測し、そ
の予測に基づいてインセンティブ等の情報を提供するシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　広告、クーポン、割り戻し（リベート）、又はその他の販売促進等のインセンティブは
、典型的に、それらを受け取る客層の一部のみに関連している。マーケティング担当者等
は、長い間、その受取人に関連するインセンティブを提供する試みにおいて、特定のグル
ープ又は個人をターゲットにするために様々な技法を使用してきている。レシピ等のその
他の情報、栄養情報、寸法決定等の衣料品情報及び／又はその他の情報は、同様にして、
グループ又は個人を適切にターゲットにするのが困難である。
【０００３】
　達成目標とするインセンティブの配分を改善するための一つのアプローチは、ユーザの
現在位置を決定することと、決定された位置に関連する情報を（配信するために）識別す
ることを含んでいた。しかし、ユーザの現在位置は、一時的なものである場合があるので
、その現在位置はユーザの関心を捕捉するには不十分である可能性がある。換言すれば、
意味がある情報を識別して配信することができる前に、ユーザは異なる位置（又は店舗）
に移動してしまっている可能性がある。
【０００４】
　更に、別の小売業者は、異なる店舗レイアウトを有してもよく、異なる販売品目を扱い
、典型的に顧客のデータを互いに共有しない可能性がある。同じ小売チェーン内でも、異
なる店舗は異なるレイアウトを有し、異なる販売品目を扱うことがあり得る。これは、１
つの小売店舗内における所定の位置が他の小売店舗の他の位置とは異なる商品（品目）に
関連付けられることがあり得るので、顧客向けのインセンティブの達成目標が困難になる
可能性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記内容及び他の欠点に対処するものであり、小売施設内で現在買物移動中
の消費者の移動する先である１つ以上の位置を予測するシステム及び方法に関する。本シ
ステムは、消費者の移動する先にある商品（ｉｔｅｍ）又は予測位置への途中で通過しそ
うな先にある商品に関するインセンティブ等、予測に関連する情報を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本システムは、現在買物移動中の消費者の現在位置及び／又は以前の位置を考慮に入れ
て、見込みのある次の位置の予測を行う。例えば、本システムは、小売施設内で買物しな
がら消費者が使用できる追跡装置から位置情報を受け取るコンピュータを含めてもよい。
　この追跡装置は、セルフスキャンモバイルアプリケーションでプログラムされたモバイ
ルデバイス（例えば、消費者のモバイルデバイス）、セルフスキャンシステム内で使用す
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るために小売施設によって提供されたスキャナ装置、位置を決定するために使用される位
置モニター及び／又は位置情報を提供できるその他のタイプの装置を含み得る。よって、
本システムは、セルフスキャニング及び／又は位置認識システムを提供する小売施設内で
動作可能である。
【０００７】
　上記コンピュータは、消費者が小売施設内で移動しそうな１つ以上の次の位置を予測す
るコンピュータプログラム命令のプログラムが組み込まれている。例えば、上記コンピュ
ータは、登録命令、位置モデリング命令、消費者プロファイル命令、現在の移動命令、位
置予測命令、正規化命令、及び／又はその他の命令等の１つ以上の命令を含む位置アプリ
ケーションでプログラムされてもよい。
【０００８】
　登録命令は、コンピュータが、小売業者、消費者、及び／又はその他のユーザからの登
録情報を処理するようにプログラムされ得る。例えば、小売業者は、その顧客の購入取引
情報及び小売業者の小売施設内に商品を配置するために使用されるプラノグラム（小売施
設の棚の理想的棚割り計画を示した図等）の情報を含む小売固有情報を提供し得る。消費
者は、消費者識別子（例えば、ロイヤリティ・プログラム識別子（ｌｏｙａｌｔｙ　ｐｒ
ｏｇｒａｍ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒｓ））、モバイルデバイス又はアプリケーション識別
子、対象者属性（ｄｅｍｏｇｒａｐｈｉｃｓ）情報、及び／又はその他の情報を提供し得
る。
【０００９】
　位置モデリング命令は、コンピュータが、小売施設内の消費者の母集団及びその訪問し
た位置をモデリングして、同様な立場に置かれている消費者が移動する先である位置を予
測するようにプログラムされ得る。上記コンピュータは、母集団の個々のメンバーが訪問
した以前の位置を示す情報並びに母集団を記述する１つ以上の変数（例えば、以前の買物
履歴、対象者属性（購買層）等）を取得するようにしたプログラムが組み込まれてもよい
。
【００１０】
　上記コンピュータは、消費者が訪問した位置を１つ以上の変数と相関させることによっ
て消費者の母集団をモデリングするようにプログラムが組み込まれている。例えば、バス
ケットサイズ等の所定の変数は、スキャンされた特定の商品（及び、したがって、位置を
示唆する）と相関され得る。上記の相関関係及び／又はその他の相関関係を使用して、同
程度のバスケットサイズ又はその他の変数を有する傾向がある消費者がその買物移動中に
実質的に同じ位置を訪問するであろうと推論することができる。
　いくつかの実施形態において、上記コンピュータは、消費者の母集団の個々のメンバー
の買物挙動において観察された１つ以上のこのような変数の整合性のレベルを決定するよ
うにプログラムが組み込まれる。例えば、所定の消費者について観察されたバスケットサ
イズの整合性（例えば、消費者はいくつかの買物移動の全域で同一又は同程度のバスケッ
トサイズを有する傾向がある）を使用して、後で比較するためにこれらの消費者をグルー
プ化するか及び／又はバスケットサイズの整合性を１つ以上の訪問した位置に相関させる
ことができる。
【００１１】
　いくつかの実施形態において、位置モデリング命令は、コンピュータが同程度の特性を
共有するグループに対して消費者の母集団をセグメント化するようにプログラムされてい
る。グループメンバー間の類似性はその特性と訪問した位置とのより緊密な相関関係を示
唆する可能性があるので、消費者の母集団をグループ化することにより、上記コンピュー
タは、それぞれのグループに関するモデルを生成してモデルの正確さを増すことができる
。
【００１２】
　いくつかの実施形態において、消費者プロファイル命令は、コンピュータが所定の消費
者を分類するようにプログラムされている。この分類は、以前の買物挙動、対象者属性情
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報、及び／又は消費者について分かっているその他の情報に基づくことができる。消費者
の分類を使用して、その消費者とモデリングされた消費者の母集団及び／又は消費者グル
ープとを比較し、適切なモデルを識別して消費者が所定の買物移動中に移動しそうな位置
を予測することができる。
【００１３】
　いくつかの実施形態において、現在の移動命令は、コンピュータが現在の買物移動を記
述する現在の移動情報を取得するようにプログラムされている。例えば、現在の移動命令
は、コンピュータが消費者の特性及び／又は分類に関連付けられる識別子を処理するよう
にプログラムされている。現在の移動命令は、コンピュータが消費者の現在位置（例えば
、セルフスキャニングデバイスを使用して買物移動中にスキャンされた商品を処理するこ
とによる）、位置間の時間（例えば、スキャン間の時間）、及び／又は現在の買物移動に
関連するその他の情報を処理するようにプログラムされている。
【００１４】
　いくつかの実施形態において、位置予測命令は、コンピュータが消費者の母集団、消費
者グループ、消費者分類に関連する情報並びに現在の移動情報を処理して消費者について
適切なモデルを識別し、現在買物移動中に消費者の移動する先である位置を予測するよう
にプログラムされている。例えば、上記コンピュータは、モデリングされた母集団、消費
者グループ、及び／又はその消費者が以前の買物移動中に移動した１組の位置（現在の移
動情報から決定された消費者の現在位置を含む）を決定するようにプログラムが組み込ま
れている。この１組の位置に基づいて、位置予測命令は、現在買物移動中に消費者の移動
する先である位置を予測することができる。
【００１５】
　いくつかの実施形態において、位置予測命令は、コンピュータが異なる時間間隔につい
て異なる位置を予測するようにプログラムされている。例えば、消費者は、１分以内に第
１の位置まで移動すると予測され、５分以内に第２の位置まで移動すると予測される可能
性がある。これらの異なる予測はまとめて（例えば、全て一度に）又は逐次（１つ以上を
次々と連続して）行うことができる。
【００１６】
　いくつかの実施形態において、位置予測命令は、コンピュータが消費者の現在の買物挙
動に基づいて異なるモデルを使用するようにプログラムされている。例えば、消費者が、
現在使用されているモデルによって予期されない商品をスキャンするか又は予期されない
位置まで横行する場合、上記コンピュータは、更新された情報に基づいて新しいモデルを
選択するようにプログラムすることができる。このように、本システムは、更新された情
報を反映するために現在買物移動中にリアルタイムでシステム自体を較正することができ
る。
【００１７】
　いくつかの実施形態において、正規化命令は、上記コンピュータが異なる小売施設の全
域で位置及び／又は商品情報を正規化するようにプログラムされている。例えば、上記コ
ンピュータは、特定の商品をカテゴリー化し、その商品のカテゴリーを位置に関連付ける
ようにプログラムが組み込まれている。このように、所定の小売業者が特定の商品を販売
しない場合、その特定の商品が属する品目クラスの位置をシステムが把握することができ
る。
　例えば、所定の小売施設がシュガークッキー等の特定の商品を販売しない場合、正規化
命令は、コンピュータがシュガークッキーの属するクラス（例えば、焼き菓子商品）を決
定し、所定の店舗の焼き菓子商品のセクションにシュガークッキーが配置されるであろう
と判定するようにプログラムされている。システムが異なる小売施設の全域で予測位置を
提供できるようにするその他の正規化も使用することができる。
【００１８】
　本明細書で開示されているシステム及び／又は方法の上記その他の目的、特徴、及び特
性並びに関連の構造要素の操作方法及び機能並びに各部分の組合せ及び製造の経済性は、



(9) JP 6424225 B2 2018.11.14

10

20

30

40

50

添付図面に関連して以下の説明及び特許請求の範囲を考慮するとより明白なものになり、
その添付図面の全てが本明細書の一部を形成し、参照番号は様々な図において対応する部
分を指定する。
　しかし、図面は、例示及び解説目的のみのものであり、本発明の限界の定義として意図
されたものではないことは明確に理解すべきである。本明細書及び特許請求の範囲で使用
されるように、「ａ」、「ａｎ」、及び「ｔｈｅ」という単数形は、文脈が明らかにそう
ではない場合を示さない限り、複数の指示対象を含むものである。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態により、小売施設内の消費者の１つ以上の次の位置を予測す
るためのシステムを示す図である。
【図２】本発明の一実施形態により、小売施設内の消費者の１つ以上の次の位置を予測す
るシステムの流れ図である。
【図３Ａ】本発明の一実施形態により、小売施設内の第１の移動方向を概略的に示す図で
ある。
【図３Ｂ】本発明の一実施形態により、小売施設内の第２の移動方向を概略的に示す図で
ある。
【図４】本発明の一実施形態により、タイムラインに沿った様々な間隔で行われた１つ以
上の次の位置の予測を概略的に示す図である。
【図５】本発明の一実施形態により、小売施設内で以前に買物をしたことがある消費者の
母集団に関連する１つ以上の変数及び訪問位置のモデルを生成するプロセスを示す図であ
る。
【図６】本発明の一実施形態により、小売施設内の消費者の１つ以上の次の位置を予測す
るプロセスを示す図である。
【図７】本発明の一実施形態により、小売施設内の消費者の１つ以上の次の位置を予測す
るために使用されるモデルを決定するプロセスを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図１は、本発明の一実施形態により、小売施設内で消費者の移動する先である１つ以上
の次の位置を予測するためのシステム１００を示している。１つ以上の次の位置は、通路
、商品位置、商品のカテゴリー別の位置、売場、及び／又は消費者が買物移動中に小売施
設内で移動する先であるその他の位置を含み得る。
　小売施設は、例えば、食料品店、ショッピングモール、屋外休憩所、及び／又は消費者
が施設内で横行できるその他の小売施設を含み得る。小売施設の全部又は一部分は、屋内
、屋外、又は屋内と屋外の組合せにしてもよい。買物移動は、買物移動の開始時間（例え
ば、セルフスキャンデバイス及び／又はアプリケーションがセルフスキャンシステム内で
商品をスキャンするように初期設定された時又は消費者が小売施設に入った時等）、開始
時間後に訪問した位置、及び買物移動の終了時間（例えば、スキャンされた商品のチェッ
クアウトが行われた時又は消費者が小売施設を去った時等）を含めてもよい。
【００２１】
　システム１００は、消費者の識別情報、消費者が現在買物移動中に買物をしている小売
施設、小売施設内の消費者の現在位置を取得し、小売施設内の消費者の現在位置及び／又
は以前の位置に基づいて消費者が訪問する可能性のある１つ以上の次の位置を予測する。
例えば、システム１００は、数ある情報の中で消費者の以前の位置及び／又は現在位置を
パラメータとして使用して、１つ以上の次の位置を決定してもよい。
　消費者の以前の位置及び現在位置は、それぞれ、セルフスキャンシステム内での商品の
スキャン（例えば、システム１００は、スキャンされた商品又はその付近に消費者が位置
している（又は位置していた）と想定する）、消費者が携帯している（又はその付近に配
置されている）デバイスの位置を特定するために使用される１つ以上の信号処理局在化技
法（例えば、三角測量、三辺測量、受信信号強度表示等）、及び／又は小売施設内の消費
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者の位置を特定するために使用できるその他の技法に基づいて決定することができる。
【００２２】
　いくつかの実施形態において、システム１００は、現在位置から１つ以上の次の位置ま
での経路を予測可能である。経路は、以前の位置（第１のスキャンされた商品に基づいて
決定されるか、又は、さもなければ、消費者が小売施設内で最初に位置していた時の初期
位置を含み得る）、現在位置、１つ以上の次の位置、及び／又はその他の位置を含むこと
ができる。
【００２３】
　システム１００は、その消費者及び／又はその他の消費者が小売施設にいる間に移動す
る１つ以上の位置を予測するモデルに基づいて１つ以上の次の位置及び／又は１つ以上の
経路を予測してもよい。例えば、システム１００は、異なる消費者のセグメントに対応す
る複数のモデルを生成し、所定の消費者について適切な特定のモデルを選択してもよい。
それぞれのモデルは、消費者特性、小売施設に固有の情報、及び／又は消費者が小売施設
内で移動する位置について手掛かりを提供できるその他の情報のうちの１つ以上に基づい
て生成する。
【００２４】
　システム１００は、１つ以上の次の位置、現在位置から１つ以上の次の位置までの経路
、現在位置、及び／又はその他の位置情報に基づいてインセンティブを識別して提供する
ことができる。例えば、システム１００は、現在位置、次の位置、経路に関連付けられた
位置、及び／又は他の位置にある（又はその付近にある）１つ以上の商品に関連するイン
センティブを提供する。
【００２５】
　システム１００の他の使用は、本明細書に記載されており、更に他のものは当該技術分
野の当業者にとって明らかになるであろう。システムの機能の一部について高レベルの概
要について記載してきたが、次に、上記その他の機能を容易にする様々なシステムコンポ
ーネントに注目する。
【００２６】
　システム１００は、コンピュータ１１０、追跡装置１５０、１つ以上のデータベース１
６０（図１にはデータベース１６０Ａ、１６０Ｂ、・・・、１６０Ｎとして示されている
）、販売時点情報管理（「ＰＯＳ」）装置１７０、及び／又はその他のコンポーネントを
含むことができる。
　追跡装置１５０は、所定の小売施設内の消費者の現在位置を決定するために使用される
情報を取得することができる。例えば、追跡装置１５０は、セルフスキャニングデバイス
（例えば、その位置が分かっている商品をスキャンするセルフスキャンモバイルアプリケ
ーションでプログラムされた消費者のモバイルデバイス、小売業者によって提供されるセ
ルフスキャンデバイス、その他のタイプの位置情報を提供するロケーションデバイス等）
を含むことができる。スキャニングデバイスは、購入取引に関するチェックアウト又はそ
の他の支払のためにＰＯＳ１７０と通信することができる。
【００２７】
　コンピュータ１１０は、セルフスキャン及び／又はその他の位置情報を取得して、現在
買物移動中の消費者の現在位置を決定し（と同時に以前の位置を追跡し）、消費者が移動
するであろう１つ以上の次の位置を予測することができる。
【００２８】
　コンピュータ１１０は、１つ以上のコンピュータプログラム命令によるプログラムが組
み込まれた１つ以上のプロセッサ１２０を含む。例えば、プロセッサ１２０は、位置アプ
リケーション１８０によるプログラムが組み込まれ、位置アプリケーション１８０は、登
録命令１２１、位置モデリング命令１２２、消費者プロファイル命令１２４、現在の移動
命令１２６、位置予測命令１２８、正規化命令１３０、及び／又はその他の命令１３２を
含むことができる。
【００２９】
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　いくつかの実施形態において、登録命令１２１は、プロセッサ１２０がシステムを使用
するために小売業者及び消費者等の様々なユーザを登録するようにプログラムされている
。
【００３０】
　位置モデリング命令１２２は、プロセッサ１２０が、消費者の母集団をモデリングして
、母集団の個々のメンバーが観察された買物移動中に訪問した位置を、これらの消費者の
特性と相関させるようにプログラムされている。母集団のうちの１人以上のメンバーは、
互いに同程度の消費者グループにセグメント化され得る。
【００３１】
　消費者プロファイル命令１２４は、プロセッサ１２０が消費者グループをセグメント化
するために使用される同一の変数又は同程度の変数を使用して所定の消費者を分類するよ
うにプログラムされている。このように、所定の消費者を分類して、その所定の消費者が
どの消費者グループに最も似ているかを決定することができる。
【００３２】
　現在の移動命令１２６は、所定の消費者の現在の買物移動を記述する現在の移動情報を
取得することができる。
【００３３】
　位置予測命令１２８は、プロセッサ１２０が、所定の消費者の分類を１つ以上の消費者
グループと比較し、所定の消費者について適切な特定のモデルを選択することにより、所
定の消費者の１つ以上の次の位置を予測するようにプログラムされている。
【００３４】
　正規化命令１３０は、現在の買物移動がどこで行われているかにかかわらず予測が適用
可能になるようにするため、異なる小売施設の全域で位置情報をプロセッサ１２０が正規
化するようにプログラムされている。
【００３５】
　いくつかの実施形態において、登録命令１２１は、プロセッサ１２０が、小売業者、消
費者、及び／又はその他のユーザ等のユーザから登録情報を取得するようにプログラムさ
れている。例えば、登録命令１２１は、在庫情報、プラノグラム、店舗営業時間、売場営
業時間、及び／又は小売業者に関するその他の小売固有情報を取得する。
　いくつかの実施形態において、登録命令１２１は、本明細書に記載されている様々な閾
値設定として、小売業者のプリファレンス（好み）を取得することができる。登録プロセ
スから取得される小売業者情報は、本明細書に記載されている１つ以上のデータベースに
記憶する。
　登録命令１２１は、対象者属性情報、プリファレンス情報、ロイヤリティ会員情報、及
び／又は消費者からのその他の情報を取得することができる。ユーザ登録情報は、本明細
書に記載されている１つ以上のデータベースに記憶する。
【００３６】
［以前の消費者挙動及び消費者情報と訪問した位置との相関］
　いくつかの実施形態において、位置モデリング命令１２２は、小売施設内で買物移動中
の所定の消費者の移動する先である位置を予測するために使用される１つ以上のモデルを
プロセッサ１２０が生成するようにプログラムされている。
　位置モデリング命令１２２は、（ｉ）小売施設での以前の買物移動中に１人以上の消費
者の母集団が訪問した位置及び（ｉｉ）１人以上の消費者及び／又は小売施設を記述する
１つ以上の変数を取得する。１つ以上の変数は、パターンを見つけるために以前に訪問し
た位置と相関させる。このようなパターンを識別することにより、その変数について同程
度の値を共有する消費者の位置は、以前に訪問した位置に基づいて所定の買物移動中に予
測され得る。
【００３７】
　位置モデリング命令１２２は、様々なタイプの回帰分析、機械学習、及び／又はその他
の分析フレームワークを使用して、変数（例えば、変数の値又は変数そのもの）を、以前
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に訪問した位置と相関させる。位置予測命令１２８に関して後述するように、このような
相関関係が使用されて、消費者が現在の（例えば、進行中の）買物移動中に、移動するで
あろう次の位置が予測され得る。
　例えば、位置モデリング命令１２２は、機械学習を使用して、変数、変数の組合せ、変
数の相対的な重要度（例えば、相対的な重要度の尺度として所定の変数と訪問した位置と
の相関関係のレベル）、及び／又は訪問した位置と相関している変数に関する閾値を識別
できる。
　このように、位置モデリング命令１２２は、変数及び訪問した位置に関連する新しい情
報及び既存の情報の分析に基づいて位置を予測するために使用されるモデルを自動的に洗
練できる。
【００３８】
　１つ以上の変数は、消費者の母集団の個々のメンバーの以前の買物挙動、個々のメンバ
ーを記述する対象者属性情報、個々のメンバーが以前に買物をした小売施設を記述する小
売業者固有情報、及び／又はその他の情報に関連する可能性がある。
【００３９】
　以前の買物挙動に関連する変数としては、例えば、移動方向、バスケットサイズ（本明
細書では「バスケット情報」ともいう）、訪問した位置、位置間又はスキャン間の時間、
購入した商品の組合せ等の買物客固有購買パターン、所定の小売施設内で購入した商品の
組合せ等の店舗固有購買パターン、及び／又はその他の情報を含み得る。
【００４０】
　移動方向は、以前の買物移動中に母集団のメンバーによって選択された一般的な方向を
示す。例えば、母集団の所定のメンバーは、乳製品セクションから買物移動を開始し、精
肉セクションに移動し、冷凍食品セクションで買物移動を終了する可能性がある。このよ
うな移動の指向性は、いくつかの実施形態において、それに沿って一連の位置を訪問する
移動方向次第で、「時計回り」又は「反時計回り」と分類されるように抽象化できる。
　これらの実施形態のいくつかにおいて、母集団の所定のメンバーが後戻りするか或いは
完全に時計回り又は反時計回りではないように移動する場合、位置モデリング命令１２２
は、所定のメンバーが所定の以前の買物移動中に最も頻繁に移動した方向を決定し、決定
した方向に基づいて以前の買物移動を特徴付ける。
【００４１】
　例えば、母集団の所定のメンバーが主として以前の買物移動中に時計回り方向に移動し
た場合、位置モデリング命令１２２は、時計回り方向に移動したものとして以前の買物移
動を特徴付ける。買物移動中に移動した方向（単一方向、即ち、「時計回り」又は「反時
計回り」を有するものとして特徴付けられるか或いは多方向を有するものとして特徴付け
られるかにかかわらず）は、訪問した位置に相関させる。
　換言すると、所定の母集団のうち、時計回り方向に移動したメンバーは、第１の組の位
置を（しかも特定の順序で）訪問する傾向がある可能性があり、所定の母集団のうち、反
時計回り又は異なる方向に移動したメンバーは、第２の組の位置を（しかも異なる順序で
）訪問する傾向がある可能性がある。
【００４２】
　バスケット情報は、商品の数、商品あたりの平均価格、全ての商品の合計価格、及び／
又はカート内に置かれた商品に関連するその他の情報等、以前の買物移動中にカート内に
置かれた商品を記述する情報を含めてもよい。
【００４３】
　訪問した位置は、以前の買物が始まった初期位置（例えば、スキャンした最初の商品）
、買物移動中に訪問したその後の位置、最終位置（例えば、スキャンした最後の商品）、
及び／又は以前の買物移動中に訪問した位置に関連するその他の情報を示す情報を含めて
もよい。
【００４４】
　位置間の時間は、以前の買物移動中に訪問した２箇所以上の個々の位置間の持続時間を
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記述する情報を含み得る。例えば、位置間の時間は、母集団の個々のメンバーが第１の商
品をスキャンした時と第２の商品をスキャンした時の間の時間を含めてもよい。
【００４５】
　買物客固有購買パターンは、購入した商品の組合せ、１年のうちの異なる時間中（例え
ば、週の初め、月の終わり等）に購入した商品、及び／又は母集団の所定のメンバーに関
する買物パターンを示すその他の情報を示す情報を含めてもよい。
【００４６】
　店舗固有購買パターンは、所定の小売施設内で購入した商品の組合せ、１年のうちの異
なる時間中（例えば、週の初め、月の終わり等）に購入した商品、及び／又は母集団の所
定のメンバーに関する買物パターンを示すその他の情報を示す情報を含めてもよい。
【００４７】
　対象者属性情報に関連する変数としては、年齢、性別、世帯規模、家族の年齢、民族性
、地理的位置（例えば、居住地住所、職場住所、収入、婚姻関係の有無等）、及び／又は
その他の対象者属性情報を含めてもよい。
【００４８】
　小売業者固有情報に関連する変数としては、製品相互の近接性（例えば、特定の小売施
設のプラノグラムの情報に基づく）、在庫情報（例えば、所定の小売施設における製品の
取得の可能性等）、店舗／売場営業時間、及び／又はその他の小売業者固有情報を含めて
もよい。例えば、異なる製品間の距離は、異なる製品が棚に置かれている位置まで母集団
のメンバーが移動するか否か並びにどのくらい頻繁に移動するかと相関し得る。異なる店
舗営業時間は、異なる買物挙動、ゆえに、母集団のメンバーが訪問した位置と相関し得る
。
【００４９】
　位置モデリング命令１２２は、上記の変数のうちの１つ以上と、母集団のメンバーが訪
問した位置とを相関させる。このように、同程度の挙動を発揮するか及び／又は同程度の
対象者属性を有する消費者は、母集団のメンバーが訪問した位置まで同じく移動するもの
と予測される可能性がある。
　変数と訪問した位置との相関関係のために複数の変数が使用される実施形態において、
位置モデリング命令１２２は、それぞれの相対的な重要度を定義する重みを個々の変数に
割り当てる。
　いくつかの実施形態において、使用される変数（いくつかの実施形態では単一変数を含
む）及びそれらに割り当てられる任意の重みは、位置モデリング命令１２２によって自動
的に決定することができ、事前定義することができ、及び／又はユーザによって構成する
ことができる（例えば、上記の登録プロセス中、登録情報に対する更新等）。
【００５０】
　いくつかの実施形態において、位置モデリング命令１２２は、特定の小売施設に固有で
あるか、異なるチェーン又は異なるタイプの小売施設（例えば、特定の小売食料品店チェ
ーン又は全ての食料雑貨商）に固有であるか、或いは異なるタイプの小売施設に一般的に
適用可能である、所定のモデルを生成する。
　このため、所定のモデルが使用されることにより、単一小売施設内、小売施設のチェー
ン内、あるタイプの小売施設内、全ての小売施設内、又はその他の小売施設内における消
費者の位置が予測され得る。いくつかの実施形態において、位置モデリング命令１２２は
、特定の消費者、特定の消費者グループ（例えば、特定の地理的エリア又はその他の特性
を共通して共有する消費者）、及び／又はその他の個別化した消費者の集合に固有である
所定のモデルを生成する。
【００５１】
　いくつかの実施形態において、位置モデリング命令１２２は、本明細書に記載されてい
る変数の特定の値に固有である所定のモデルを生成する。例えば、小さいバスケットサイ
ズ（例えば、１～１０個の商品又はその他の数値範囲の商品）、中程度のバスケットサイ
ズ（例えば、１１～２０個の商品又はその他の数値範囲）、大きいバスケットサイズ（例
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えば、２０個より多い商品）、及び／又はその他のタイプのバスケットについてモデルを
生成する。
　その他の変数に関するその他の値も同じようにして使用できる。これらの実施形態では
、異なるモデルは異なるタイプの買物移動に適用できる。位置モデリング命令１２２は、
所定の消費者が短期の買物移動中に（例えば、小さいバスケットサイズ）特定の位置を訪
問する可能性があるが、別の範囲の買物移動の間に（例えば、大きいバスケットサイズ）
、その他の位置を訪問する可能性があるという相関関係を示すことができる。
【００５２】
　いくつかの実施形態において、位置モデリング命令１２２は、販売促進／販売活動を考
慮に入れるようにモデルを修正するか又はその他の方法でモデルを生成できる。例えば、
ダブルクーポンデー又はその他の販売促進は、このような販売促進活動中に消費者の訪問
する位置が、そうでなければ日常的パターンの訪問位置になる可能性のあるものから変化
するように、消費者挙動を変更させる可能性がある。位置モデリング命令１２２は、同様
の販売促進中に母集団のメンバーが訪問した位置の観察に基づいて、このように変更した
挙動をモデリングすることができる。
【００５３】
　いくつかの実施形態において、位置モデリング命令１２２は、母集団内の所定の消費者
がどのように一貫（整合）して買物をするかを判定する。例えば、位置モデリング命令１
２２は、母集団内の所定の消費者が、いくつかの以前の買物移動の全域で、一貫して同一
又は同程度のバスケットサイズを有するか、一貫して同一又は同程度の方向に移動するか
、一貫して同一又は同程度の位置に移動するか、及び／又は一貫してその他の買物挙動を
発揮するかを判定する。所定の挙動がいくつかの買物移動の全域で一貫しているか否かは
、事前定義するか及び／又はシステムのユーザによって構成可能なものにすることができ
る。
　例えば、位置モデリング命令１２２は、バスケットサイズ（及び／又は本明細書に記載
されているその他の変数）に関する標準偏差が閾値の範囲内であるときにいくつかの買物
移動にわたって所定の消費者についてバスケットサイズが一貫（整合）していると判定す
る。
【００５４】
　位置モデリング命令１２２は、このような整合性を、母集団のメンバーが訪問した位置
と相関させてもよい。例えば、一貫した買物挙動を有する傾向がある消費者は、一貫して
同一の位置を訪問する傾向がある可能性があり、以前の買物移動中に訪問した位置と買物
挙動との間により緊密な相関関係が得られる。
【００５５】
［セグメントへの消費者のグループ化］
　いくつかの実施形態において、位置モデリング命令１２２は、消費者の母集団を１つ以
上のセグメントにグループ化することができる。それぞれのセグメントは、観察された消
費者の母集団のうち、少なくとも１つの特性を互いに共通して共有する１人以上のメンバ
ーを含むことができる。
　位置モデリング命令１２２は、それぞれの消費者に関連付けられた上記の変数のうちの
１つ以上の変数の値に基づいて及び／又はそれぞれの消費者が発揮した買物挙動における
整合性のレベルに基づいて、消費者を所定のセグメントにグループ化できる。例えば、所
定のセグメント内の消費者はそれぞれ、同一又は同程度のバスケットサイズ、以前の買物
移動中に訪問した同一の位置又は同程度の位置、同一又は同程度の整合性のレベル、及び
／又は本明細書に記載されているその他の変数に関する同一又は同程度の値に関連付ける
ことができる。
【００５６】
　位置モデリング命令１２２は、事前定義するか及び／又はシステムのユーザによって構
成できる閾値に基づいて２人以上の消費者を所定の１つのセグメントにグループ化する。
例えば、２人の消費者のそれぞれの以前の買物移動による平均バスケットサイズが互いに
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２つの商品の範囲内である場合、位置モデリング命令１２２は、その２人の消費者を１つ
のセグメントにグループ化できる。
　本明細書に記載されている変数の何れか又はその変数の組合せを使用して、消費者をセ
グメント化できる。これらの実施形態のうちのいくつかでは、消費者をセグメントにグル
ープ化するときにそれぞれの変数の相対的な重要度を決定するためにそれぞれの変数に重
みを適用できる。
【００５７】
　位置モデリング命令１２２は、買物挙動における整合性に基づいて２人以上の消費者を
所定の１つのセグメントにグループ化できる。例えば、位置モデリング命令１２２は、そ
れぞれの買物挙動において同程度のレベルの整合性を発揮する２人の消費者を１つのセグ
メントにグループ化することができる。消費者をグループ化するために必要な整合性にお
けるこのような類似性のレベルは、事前定義するか及び／又は構成可能なものにすること
ができる。
【００５８】
　消費者をセグメントにグループ化することにより、位置モデリング命令１２２は、所定
のセグメント内で相関関係を作成し、互いに似ている消費者はそれぞれの買物移動中に同
一の位置を訪問する傾向がある可能性があるので、所定のセグメント内でより強い相関関
係及びより正確な予測が得られる。
【００５９】
　次の位置を予測するために使用されるシステムによって実行される分析フレームワーク
及びモデリングについて記載してきたが、次に、現在の買物移動中に特定の消費者の次の
位置を予測するために行われるそのモデルの適用に注目する。
【００６０】
［現在移動中の位置の分析及び予測］
　所定の消費者の現在買物移動中に、システム１００は、所定の消費者の特性と本明細書
に記載されている相関関係との比較に基づいて、所定の消費者が移動する１つ以上の次の
位置を予測する。所定の消費者の特性は、消費者プロファイルに記載され得る。
【００６１】
　いくつかの実施形態において、消費者プロファイル命令１２４は、特定の消費者に関す
る情報を取得して消費者プロファイルを生成するために、プロセッサ１２０にプログラム
を組み込むことができる。このように、システムが所定の消費者を、所定の消費者に最も
良く似た１人以上の消費者のグループ（例えば、位置モデリング命令１２２に関して上述
したモデル／相関関係を構築するためにその以前の買物挙動及び対象者属性を使用した母
集団のメンバー）と比較できるように、所定の消費者は分類され得る。
【００６２】
　例えば、消費者プロファイル命令１２４は、消費者によって行われた以前の購入、スキ
ャンされた商品、スキャン間の時間、以前の挙動における整合性、対象者属性情報、及び
／又はその他の情報に関連する情報を取得する。一般的に言えば、消費者プロファイル命
令１２４は、位置モデリング命令１２２に関して述べたように消費者の母集団に関する相
関関係を作成するために使用された１つ以上の変数を使用して、所定の消費者を分類する
。
【００６３】
　いくつかの実施形態において、所定の消費者は、複数のそのような種別に分類され得る
。例えば、所定の消費者は、曜日、購入予定の商品の数、及び／又はその他の要因次第で
、異なるタイプの買物移動を行う傾向がある可能性がある。このように、本システムは、
例えば、消費者が現在買物移動中に従事している買物移動のタイプに基づいて、消費者が
訪問する位置を予測できる。
【００６４】
　いくつかの実施形態において、消費者プロファイル命令１２４は、現在の買物移動中に
及び／又は現在の買物移動前に消費者プロファイルを要求に応じて生成し、現在の買物移
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動中に後で検索するために本明細書に記載されている１つ以上のデータベースに記憶する
。
【００６５】
　いくつかの実施形態において、現在の移動命令１２６は、現在の買物移動に関わってい
る消費者を識別するために使用される情報を取得するために、プロセッサ１２０にプログ
ラムを組み込むことができる。この情報は、本明細書に記載されている１つ以上の変数（
例えば、訪問した位置、スキャンされた商品等）に関する値及び／又は現在の買物移動に
関連するその他の情報を識別するために使用することもできる。
【００６６】
　いくつかの実施形態において、現在の移動命令１２６は、現在の買物移動に関わってい
る消費者を識別するために使用される識別子を取得する。この識別子は、現在買物移動中
に消費者が使用する追跡装置１５０を識別し、消費者のアカウント（例えば、ロイヤリテ
ィアカウント、支払口座等）、消費者識別子、及び／又は消費者を識別するために使用で
きるその他の情報を識別してもよい。どのタイプの識別子が取得されても、現在の移動命
令１２６は、識別子と消費者との事前記憶された関連付けに基づいて、消費者を識別して
もよい。
【００６７】
　例えば、現在買物移動中に、消費者は追跡装置１５０を使用することができる。追跡装
置１５０は、消費者のモバイルデバイス（例えば、消費者が小売施設内に携帯しているモ
バイルデバイス）、小売施設によって提供されたセルフスキャニングデバイス、及び／又
は小売施設内で消費者の位置を決定するために使用できるその他のデバイスを含むことが
できる。
【００６８】
　消費者のモバイルデバイスは、セルフスキャンモバイルアプリケーションによってユー
ザが小売施設を横行するに従って商品をスキャンするようにプログラムされ得る。現在の
移動命令１２６は、セルフスキャンモバイルアプリケーションから識別子を取得し、その
識別子に基づいて消費者を識別する。例えば、識別子は、識別子をコード化する媒体（ロ
イヤリティカード等）から読み取る。
　他の例において、小売施設によって提供されたセルフスキャンデバイスは、識別子をコ
ード化する媒体（例えば、ロイヤリティカード）から識別子を読み取るか或いは現在の移
動命令１２６に提供される消費者からの入力として識別子を受け取る。
【００６９】
　いくつかの実施形態において、現在の移動命令１２６は、現在の買物移動が行われてい
る小売施設の識別情報を取得する。例えば、現在の移動命令１２６は、追跡装置１５０か
ら小売施設の識別情報を取得する。このように、現在の移動命令１２６は、消費者の識別
情報及び現在の買物移動が行われている小売施設の識別情報を取得する。
【００７０】
　いくつかの実施形態において、現在の移動命令１２６は、消費者が現在買物移動中に訪
問した（又は訪問している）小売施設内の位置を取得する。例えば、追跡装置１５０がセ
ルフスキャン機構を含む実施形態（例えば、消費者のモバイルデバイス又は小売施設によ
って提供されたセルフスキャンデバイス）では、セルフスキャン機構を使用する商品のス
キャンに基づいて位置を決定する。例えば、消費者がある商品をスキャンすると、現在の
移動命令１２６は、スキャンされた商品の位置を決定し、スキャンの時間を取得し、消費
者がそのスキャンの時間にスキャンされた商品の位置にいたと判定する。
【００７１】
　スキャンされた商品の位置は、商品と小売施設内でのその商品の位置との関連付けを含
むプラノグラム又はその他の情報に基づいて決定され得る。このようなプラノグラム又は
その他の情報は、本明細書に記載されている１つ以上のデータベースに記憶され得る。い
くつかの実施形態において、現在の移動命令１２６は、最初のスキャンされた商品を現在
買物移動中に最初に訪問した位置と関連付け、最後のスキャンされた商品を現在買物移動
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中に最後に訪問した位置と関連付ける。
【００７２】
　いくつかの実施形態において、追跡装置１５０は、三角測量、三辺測量、受信信号強度
表示、及び／又はその他の位置特定技法を使用することによる等の位置追跡機能を含む。
これらの実施形態において、現在の移動命令１２６は、様々な時間に追跡装置１５０の位
置を定期的に取得する。
【００７３】
　いくつかの実施形態において、現在の移動命令１２６は、所定の消費者が移動しそうな
次の位置を予測するために適切なモデル／相関関係を使用できるように、現在の買物移動
を分類する。例えば、所定の消費者は、迅速移動（例えば、「小さいバスケット」）から
より長い移動（例えば、「大きいバスケット」）まで等、異なるタイプの買物移動を行う
傾向がある可能性がある。バスケットサイズが「小さい」か、又は「大きい」かは、自動
的に決定されるか、事前定義されるか、及び／又は構成可能なものである閾値によって設
定する。それぞれのタイプの移動は、購入される同一タイプの商品に関連付ける。例えば
、迅速移動は、購入される必須商品の同一リストに関連付ける。よって、移動のタイプは
、消費者が訪問する所定の小売施設内の位置を示すことができる。
【００７４】
　現在の移動命令１２６は、消費者の識別情報、小売施設の識別情報、１つ以上のスキャ
ンされた商品、１つ以上の訪問した位置、曜日、及び／又はその他の情報に基づいて現在
の移動を分類する。例えば、現在の移動命令１２６は、現在買物移動中にスキャンされた
１つ以上の商品を決定し、特定のタイプの移動中に顧客によってこれらの商品が以前にス
キャンされたことを判定する。
【００７５】
　いくつかの実施形態において、買物移動中に商品がスキャンされるにつれて、現在の移
動命令１２６は、現在の移動についての分類を変更又は更新してもよい。例えば、現在の
移動命令１２６は、現在買物移動中にスキャンされた商品の継続中の合計価格及び／又は
数を保持し、それに応じて分類を変更してもよい。
　このように、現在の移動についての分類が変更されるにつれて、本システムは、消費者
の次の位置を予測するために使用されるモデル／相関関係を変更してもよい。いくつかの
実施形態において、現在の移動命令１２６によって収集された現在の移動情報（例えば、
スキャンされた商品、購入品、位置、スキャン時間間の時間等）は、本明細書に記載され
ている１つ以上のデータベースに記憶され得る。このような現在の移動情報は使用される
ことで、位置モデリング命令１２２によって生成されたモデルを更に洗練する。
【００７６】
　いくつかの実施形態において、位置予測命令１２８は、位置モデリング命令１２２によ
って生成されたモデルに基づいて、消費者が現在買物移動中に訪問する１つ以上の次の位
置の予測を決定するようにプロセッサ１２０にプログラムを組み込める。位置予測命令１
２８は、位置モデリング命令１２２によって実行された消費者のセグメント化、消費者プ
ロファイル命令１２４による現在の買物移動の消費者の分類、現在の移動命令１２６から
の現在の移動情報、及び／又はその他の情報に基づいて、使用すべきモデルを決定する。
【００７７】
　例えば、位置予測命令１２８は、所定の消費者と、位置モデリング命令１２２によって
モデリングされた１つ以上の消費者のセグメントとの類似性のレベルを決定する。消費者
の特性が所定の消費者のセグメントの特性と同一又は同程度ものであると位置予測命令１
２８が判定した場合、その所定のセグメントに関するモデルを使用して１つ以上の次の位
置を予測する。例えば、消費者（消費者の分類に基づいて決定されたもの）が所定のセグ
メントと同程度のバスケットサイズ、訪問した位置、以前の買物移動の整合性、及び／又
はその他の以前の挙動又は対象者属性を提示した場合、その所定のセグメントに関するモ
デルを選択する。
【００７８】
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　いくつかの実施形態において、消費者が所定の消費者のセグメントと同一又は同程度の
特性を共有しない場合、位置予測命令１２８は、その消費者について分かっている以前の
買物の回数が事前定義の及び／又は構成可能な閾値を超えているか否かを判定する。この
場合、位置予測命令１２８は、特にその消費者に関連するモデルを使用することができる
。換言すれば、その消費者について十分な情報が分かっている場合、位置予測命令１２８
は、その消費者の以前の挙動に基づいて１つ以上の次の位置を予測し得る。
【００７９】
　これに反して、その消費者について十分な情報が分かっていない（例えば、その消費者
について分かっている以前の買物移動の回数が事前定義の及び／又は構成可能な閾値を超
えていない）場合、位置予測命令１２８は、一般的な母集団、その消費者と同じくして地
理的位置で生活、買物、仕事等を行っている消費者のグループ、及び／又はその他の消費
者の母集団に関連するモデルを選択する。
【００８０】
　表１は、消費者をセグメント化し、所定の消費者をプロファイリングし、モデリングさ
れセグメント化された消費者と所定の消費者との類似性に基づいて適切な予測モデルを選
択するために使用される変数とそのそれぞれの値のマトリックスを示している。
【００８１】
【表１】

【００８２】
　上記の表１では、それぞれの消費者は、１つ以上の変数に基づいて特徴付けることがで
きる。「低」、「中」、及び「高」という値は、個別に事前定義するか及び／又は構成可
能なものにすることができる。例えば、移動回数という変数は、所定の消費者について記
録された買物移動の回数が１０以下であるときに「低」、回数が１１～５０の間であると
きに「中」、回数が５１以上であるときに「高」にすることができる。これらの値は、事
前定義するか及び／又は小売業者又はその他等のユーザによって構成可能なものにするこ
とができる。その他の変数に関する「低」から「高」の値は、同程度に事前定義するか及
び／又は構成可能なものにすることができる。
【００８３】
　上記の表１に示されているように、消費者について記録された買物移動の回数は中が適
用可能であり、この消費者はバスケットサイズでは低の整合性を発揮し（一貫して同一の
バスケットサイズを有するわけではない）、移動した方向の整合性では高の程度を有し、
訪問した位置の整合性は低である。この特定の消費者は、同程度の値を共有するその他の
消費者と比較できる。消費者を互いにグループ化し、個々の消費者を他のグループと比較
して適切なモデルを識別するために、それぞれの消費者についてこのマトリックス又は同
程度の情報が機能され得る。表１に示されている変数及びマトリックスは例示的なものに
すぎない。その他の変数及び値も使用することができる。
【００８４】
　モデルが選択されると、位置予測命令１２８は、その消費者が現在買物移動中に訪問し
たか又は訪問している１つ以上の既知の（以前の又は現在の）位置と、モデルとに基づい
て、現在の買物移動の１つ以上の次の位置を予測する。例えば、位置予測命令１２８は、
１つ以上の既知の位置を、モデルに記載されている訪問した位置と比較する。
　１つ以上の既知の位置と同程度の位置がモデルに表されている場合、位置予測命令１２
８は、次の位置に関するそのモデルの予測に基づいて１つ以上の次の位置を決定する。そ
のモデルの予測は、それぞれの以前の買物に基づいてモデリングされた１人以上の消費者
の母集団のメンバーが訪問した一連の位置に基づくものである。
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【００８５】
　これに反して、１つ以上の既知の位置がモデルに表されていない場合、いくつかの実施
形態において、位置予測命令１２８は、買物開始以降の時間等の様々な要因に基づいて次
の位置を推定する。例えば、現在の買物移動が５分続いた場合、位置予測命令１２８は、
選択されたモデルに基づいて、モデリングした消費者が典型的に５分後にいた位置を決定
し、消費者が現在買物移動中に移動しそうな次の位置としてその位置を選択する。
【００８６】
　いくつかの実施形態において、位置予測命令１２８は、位置予測のために選択されたモ
デルを変更する。例えば、間違ったモデルが使用されていることを現在の移動命令１２６
からの情報が示唆する場合、位置予測命令１２８は、より適切である可能性のある新しい
モデルを選択する。
　上記の例では、例えば、現在の買物移動の既知の位置が現在のモデルに表されていない
場合、位置予測命令１２８は、既知の位置を含む新しいモデルを選択する。他の例では、
所定の顧客は一般的に買物移動中に時計回り方向に移動するので、所定の顧客は、そのそ
れぞれの買物移動中に時計回り方向に移動する傾向がある買物客と共にセグメント化する
。
　したがって、現在買物移動中に所定の顧客の位置を予測するために、位置予測命令１２
８は、最初に時計回り方向に移動する買物客に基づくモデルを使用する。
　しかし、所定の顧客が、現在買物移動中に反時計回り方向に移動していることが観察さ
れた場合、位置予測命令１２８は、その代わりに反時計回り方向に移動した買物客に基づ
くモデルが現在の買物移動に使用されるように、現在買物移動中にモデルを変更すること
ができる。
【００８７】
　いくつかの実施形態において、位置予測命令１２８は、買物移動中の様々な時間に１つ
以上の次の位置の予測を行うことができる。更に、このような予測は、図４に関して後述
するように、ある時間間隔が経過した後にその予測が「期限切れになる」ように、時間間
隔に関連することができる。
【００８８】
　いくつかの実施形態において、次の位置が予測されると、位置予測命令１２８は、次の
位置に基づいて消費者に提供すべき情報を取得する。提供すべき情報は、現在の位置から
次の位置への経路付近にある商品に関連する。
　このような情報としては、例えば、その商品に関するインセンティブ、その商品を記述
する情報（例えば、栄養情報、価格等）、その商品（及びすでにスキャンした商品）と共
に使用できるレシピ、及び／又はその他の情報を含めてもよい。
　いくつかの実施形態において、位置予測命令１２８は、その商品を記述する情報を追跡
装置１５０に送信させてもよい。このような送信は、ショートメッセージサービスによる
テキストメッセージ、近距離無線通信、及び／又は本明細書の他の箇所に記載されている
通信技法等、様々な通信プロトコルを含めてもよい。
【００８９】
　いくつかの実施形態において、位置予測命令１２８は、現在の買物移動が行われている
小売施設に固有の情報に基づいて、１つ以上の次の位置の予測を修正することができる。
小売施設に固有の情報としては、その小売施設で販売されている商品の特定のレイアウト
、在庫情報、店舗／売場営業時間、及び／又はその小売施設を記述するその他の情報を含
めてもよい。このように、本システムは、消費者が横行している特定の小売施設に基づい
てモデルの結果をカスタマイズすることができる。
【００９０】
　例えば、消費者について予測された次の位置が、消費者が買物をしている特定の小売施
設によって現在販売されていないか又はその小売施設で在庫切れになっている商品を含む
場合、その次の位置を無視することができ、小売施設に固有の情報に基づいてその後の次
の位置を予測することができる。
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　その他の事例では、モデルは、消費者が潜在的にどこに当該商品を探しに行く可能性が
あるかを判定する。例えば、位置モデリング命令１２２は、その商品がその小売施設にお
いて存在すると思われる通路を決定し、消費者が次にその位置まで移動すると予測する。
【００９１】
　いくつかの実施形態では、正規化命令１３０が商品及び商品のカテゴリーを正規化する
ようにプロセッサ１２０にプログラムを組み込むことができる。例えば、商品の構成及び
レイアウトは典型的に異なる小売施設の全域で異なっている。正規化命令１３０は、個々
の小売施設における商品と位置とのマッピングを確立できるように、小売施設のプラノグ
ラム又はその他の情報を調べることができる。
　このように、本システムは、異なる商品レイアウトを有する異なる小売施設の全域で適
用することができる。位置予測命令１２８は、現在の買物移動が行われている特定の小売
施設にかかわらず予測を行えるように、処理中にこの正規化を使用することができる。
【００９２】
　本システムは、使用されることにより、予測位置に関連する可能性のある情報を提供す
ることができる。更に、本システムは、使用されることにより、特定の消費者グループに
関する店舗内往来挙動（ｉｎ－ｓｔｏｒｅ　ｔｒａｆｆｉｃ　ｂｅｈａｖｉｏｒ）、時刻
に基づく店舗内往来挙動、販売促進等、及び／又は小売施設内でのその他の消費者活動を
理解し相関させることができる。本システムのその他の使い方については、当業者にとっ
て明らかになるであろう。
【００９３】
　本明細書に記載されている様々な命令は、例示的なものにすぎない。本明細書に記載さ
れている機能を実行するように１つ以上の物理プロセッサにプログラムを組み込む限り、
非モジュール手法を使用して、その他の構成及び数の命令を使用することもできる。
　様々な命令は、単一処理装置内に共同配置されているものとして図１に示されているが
、プロセッサ（複数も可）１２０が複数の処理装置を含む実施形態では、１つ以上の命令
が他の命令から離れて他の処理装置に配置できることを認識されたい。
【００９４】
　本明細書に記載されている種々の命令によって提供される機能性の説明は、例示目的の
みのものであり、何れの命令も記載されている以上又は以下の機能性を提供する可能性が
あるので、限定的であるように意図されたものではない。
　例えば、これらの命令の１つ以上を除去することができ、その機能の一部又は全部は、
これらの命令の内で、他のもので提供されてもよい。
　他の例として、プロセッサ（複数も可）１２０は、本明細書でこれらの命令のうちの１
つに属すると見なされている機能性の一部又は全部を実行できる１つ以上の追加の命令に
よるプログラムが組み込まれてもよい。
【００９５】
　本明細書に記載されている様々な命令は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み取
り専用メモリ（ＲＯＭ）、及び／又はその他のメモリを含むことができる記憶装置１４０
に記憶することができる。この記憶装置は、プロセッサ１２０によって実行すべきコンピ
ュータプログラム命令（例えば、前述の命令）並びにプロセッサ１２０によって操作でき
るデータを記憶することができる。この記憶装置は、フロッピー（登録商標）ディスク、
ハードディスク、光ディスク、テープ、又はコンピュータで実行可能な命令及び／又はデ
ータを記憶するためのその他の記憶媒体を含むことができる。
【００９６】
　図１に示されている様々なコンポーネントは、ネットワークを介して少なくとも１つの
その他のコンポーネントに結合することができ、そのネットワークは、例えば、インター
ネット、イントラネット、ＰＡＮ（パーソナルエリアネットワーク）、ＬＡＮ（ローカル
エリアネットワーク）、ＷＡＮ（ワイドエリアネットワーク）、ＳＡＮ（ストレージエリ
アネットワーク）、ＭＡＮ（メトロポリタンエリアネットワーク）、ワイヤレスネットワ
ーク、セルラー通信ネットワーク、公衆交換回線網、及び／又はその他のネットワークの
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内で任意の１つ以上を含むことができる。
　図１及びその他の図では、描写されているものとは異なる数のエンティティを使用する
ことができる。更に、様々な実施形態により、本明細書に記載されているコンポーネント
は、ハードウェア及び／又はハードウェアを構成するソフトウェアで実現することができ
る。
【００９７】
　本明細書に記載されている様々なデータベースは、例えば、Ｏｒａｃｌｅ　Ｃｏｒｐｏ
ｒａｔｉｏｎによって市販されているＯｒａｃｌｅ（登録商標）リレーショナルデータベ
ースにするか、これを含むか、又はこれとインターフェースを取ることができる。
　Ｉｎｆｏｒｍｉｘ（登録商標）、ＤＢ２（Ｄａｔａｂａｓｅ２）等のその他のデータベ
ース、或いは、ＯＬＡＰ（オンライン分析処理）、ＳＱＬ（構造化照会言語）、ＳＡＮ（
ストレージエリアネットワーク）、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ａｃｃｅｓｓ（登録商標）、又
はその他等のファイルベース、又は照会フォーマット、プラットフォーム、又はリソース
を含む、その他のデータストレージも使用するか、取り入れるか、又はアクセスすること
ができる。
　このデータベースは、１つ以上の物理装置及び１つ以上の物理的な位置に存在する１つ
以上のこのようなデータベースを含むことができる。このデータベースは、複数のタイプ
のデータ及び／又はファイル並びに関連のデータを記憶してもよく、又はファイル記述、
管理情報を記憶してもよく、又は任意のその他のデータを記憶してもよい。
【００９８】
　図２は、本発明の一実施形態により、小売施設内の消費者の１つ以上の次の位置を予測
するシステムの流れ図を示している。図２（及びその他の図）に描写されている様々な処
理動作及び／又はデータフローについて本明細書でより詳細に説明する。
　記載されている動作は、上記で詳細に記載されているシステムコンポーネントの一部又
は全部を使用して達成することができ、いくつかの実施形態において、様々な動作は異な
る順序で実行されてもよく、様々な動作は省略してもよい。追加の動作は、描写されてい
る流れ図に示されている動作の一部又は全部と共に実行されてもよい。１つ以上の動作が
同時に実行されてもよい。
　したがって、図示されている（しかも以下により詳細に記載されている）動作は、本来
例示的なものであり、このため、限定的なものと見なすべきではない。
【００９９】
　いくつかの実施形態において、コンピュータ１１０は、小売施設での現在買物移動中に
セルフスキャニングデバイスを使用する消費者の１つ以上の次の位置を予測する。コンピ
ュータ１１０は、購入情報、カテゴリー情報（例えば、商品及びカテゴリーを正規化する
ため）、小売施設のプラノグラム又は商品の位置情報、消費者に関連する１つ以上の変数
（例えば、図１に関して上述したもの）、消費者の現在の挙動を含む現在の買物移動を記
述する現在の買物移動情報、及び／又はその他の情報を取得する。
【０１００】
　上記の情報に基づいて、コンピュータ１１０は、現在の買物移動全体を通して定期的に
１つ以上の次の位置を予測する。例えば、（スキャン１～６として図２に示されている）
それぞれのスキャン時に又はそれぞれのスキャン後に（位置１～１２として図２に示され
ている）１つ以上の次の位置を予測する。
　いくつかの実施形態において、これらのスキャン及び／又はその他の現在の買物移動情
報は記憶され、１つ以上の次の位置を予測するために使用されるモデルにフィードバック
される。このように、モデルは、新しい買物移動に関連付けられた情報が消費者及び／又
はその他の消費者から使用可能になるにつれて、経時的に洗練し更新することができる。
【０１０１】
　図３Ａは、本発明の一実施形態により、小売施設内の第１の移動方向を概略的に示して
いる。図３Ａ及び図３Ｂに示されている移動方向は、上記で詳細に記載されているシステ
ムコンポーネントの一部又は全部を使用して決定することができる。図３Ａは、買物移動
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中の消費者の経路（破線で示されている）を示す。図３Ａに示されているように、消費者
は、様々な通路（Ａ～Ｈ）にある商品について様々なスキャン（スキャン１～６）を行い
、これらは、買物移動中に訪問した位置を示すものである。
　図３Ａでは、スキャン１からスキャン２、スキャン２からスキャン３、及びスキャン５
からスキャン６という個々の経路は第１の方向にあった。スキャン３からスキャン４及び
スキャン４からスキャン５は、第１の方向とは反対の第２の方向にあった。
【０１０２】
　第１の方向の経路数（３）と第２の方向の経路数（２）の割合が事前定義の及び／又は
構成可能な閾値を超えていたので、本システムは、例示されている買物移動中に消費者が
概ね第１の方向（例えば、時計回り）に移動したものと想定することができる。このため
、図３Ａに示されている買物移動は、その小売施設内で第１の方向に横行されたものとし
てカテゴリー化することができる。図１に関して記載されているように、買物移動中の移
動方向は、次の位置を予測するためのインジケータとして使用することができる。例えば
、次の位置が２つの位置のうちの１つを含む可能性があると所定のモデルが予測する場合
、そのモデルは、予測された移動方向の方向にある位置を選択することができる。
【０１０３】
　図３Ｂは、本発明の一実施形態により、小売施設内の第２の移動方向を概略的に示して
いる。図３Ｂは、図３Ａのように様々なスキャン及び通路を示しているが、全体的に異な
る方向を示している。例示されているように、例えば、スキャン１からスキャン２、スキ
ャン３からスキャン４、及びスキャン５からスキャン６は第１の方向にあるが、スキャン
２からスキャン３及びスキャン４からスキャン５は第１の方向とは反対の第２の方向にあ
る。このため、図３Ｂに示されている買物移動は、その小売施設内で（図３Ａに示されて
いる第１の方向とは反対の）第２の方向に横行されたものとしてカテゴリー化することが
できる。図３Ａ及び図３Ｂを参照すると、２つのスキャン間の移動の指向性は特定の通路
等の基準点又はその他の基準点に基づくことができる。
【０１０４】
　図４は、本発明の一実施形態により、タイムラインに沿った様々な間隔で行われた１つ
以上の次の位置４０２（位置４０２Ａ、４０２Ｂ、・・・、４０２Ｎとして図４に示され
ている）の予測を概略的に示している。
　タイムライン（ｔ）は、様々な時点（０、３０、６０、６０＋Ｎ）と共に示されている
。時点０（一例として図４に関して「秒」が使用されるが、秒又は分等で測定することが
できる）では、消費者が時点０秒において（例えば、最初のスキャン又はその他の位置識
別イベントにおいて）特定の位置にいるか若しくは特定の位置にいたことを示すスキャン
又はその他の位置表示を受け取ることができる。
　１つ以上の次の位置の予測は、本明細書に記載されているように特定の位置及び／又は
その他の情報に基づいて行われる。１つ以上の次の位置は、消費者がある時間間隔中に１
つ以上の次の位置に移動すると予想されるように、その時間間隔と関連付けられてもよい
。
【０１０５】
　時間間隔は、スキャン間の以前の時間（特定の消費者及び／又は消費者グループが次の
位置に移動するために以前の買物移動中にどのくらいの長さを要したかを示す）と、位置
間の距離（例えば、現在の買物移動が行われている所定の施設が以前の小売施設より大き
いか又は小さくなる可能性があり、予測された時間を延長又は短縮する）とに基づいても
よい。
　例えば、次の位置４０２Ａは、時間間隔０～３０秒の間に予測され得る。時間間隔０～
３０秒が経過し、次の位置まで横行されなかった場合、本システムは、時間間隔３０～６
０秒について新たに予測された次の位置４０２Ｂを生成する（或いは単純に現在予測され
ている次の位置を維持する）。
　このプロセスは、現在の買物移動の終わりまで続行する（例えば、次の位置４０２Ｎ等
を予測する）。本システムは、予測位置に関連する可能性のある情報（例えば、クーポン
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、レシピ等）を提供してもよい。例えば、次の位置４０２Ａに関連する情報は、時間０秒
後及び時間３０秒の時、又はそれ以前に（例えば、０～３０秒の時間間隔中に）消費者に
提供される。
　いくつかの実施形態において、次の位置４０２Ａ～４０２Ｎは、同時に又はそれぞれの
期間が期限切れになった後に逐次、決定することができる。いくつかの実施形態において
、本システムは、予測が正確であったか否かを判定し、将来の予測を微調整できるような
基準値（ｍｅｔｒｉｃｓ）を記憶することができる。
【０１０６】
　図５は、本発明の一実施形態により、小売施設内で以前に買物をしたことがある消費者
の母集団に関連する訪問した位置及び１つ以上の変数からなるモデルを生成するプロセス
５００を示している。
　生成されたモデルは、消費者の特性（例えば、１つ以上の変数の値）をモデリングされ
た消費者の母集団の特性と比較することにより、消費者が現在買物移動中に横行しそうな
位置を予測するために使用してもよい。消費者特性が母集団の特性と一致する（例えば、
個々の及び／又は累積的な特性について事前定義の及び／又は構成可能な閾値の範囲内で
同一又は同程度のものである）場合、このモデルは、この消費者も一般的な母集団が訪問
したのと同一又は同程度の位置を訪問しそうであると推論することができる。
【０１０７】
　動作５０２では、以前の買物移動情報を処理する。例えば、以前の買物移動情報は、本
システムにとって使用可能な以前の買物移動のデータベースから検索する。このような情
報は、本来、本システムに買物移動情報を提供するように参加している小売施設から取得
されていた可能性がある。
　それに関して、本システムが情報を有する全ての消費者の母集団に関連する情報を含む
可能性のある以前の買物移動情報から、その母集団が以前の買物移動中に訪問した位置は
、処理に基づいて取得されてもよい。
【０１０８】
　動作５０４では、母集団の個々のメンバーに関連する変数を取得する。この変数は、ス
キャンされた商品、購入した商品、スキャン間の時間、バスケットサイズ、以前の買物移
動に関連するその他の情報、個々の消費者の対象者属性情報、及び／又はその他の情報に
関連することができる。
【０１０９】
　動作５０６では、この変数が位置のうちの任意の１つ以上と相関しているか否かの判定
を行う。例えば、５つの商品というバスケットサイズは、牛乳等の必須品目（例えば、牛
乳に関連付けられた位置）と緊密に相関している可能性がある。
　換言すれば、消費者の母集団で観察された５品目のバスケットサイズの特定のパーセン
テージは、牛乳に関連付けることができ、そのパーセンテージは、「バスケットサイズ」
という変数に関する「５」という値を牛乳と相関させる閾値基準を超える可能性がある。
このような相関関係により、同程度に小さいバスケットサイズの買物移動を頻繁に行う消
費者が、所定の小売施設内で牛乳が販売されている位置に移動しそうであると予測するた
めのモデルが可能になり得る。
　他の例において、３０分を超える移動長は、農産物セクションにおける少なくとも１回
の購入と相関している可能性がある。上記の例により、モデルは、時間長閾値を超えて買
物をしている消費者が農産物セクションを訪問すると予測するのを可能にする。位置に関
するその他のタイプの相関関係も可能である。
【０１１０】
　変数が訪問した位置と相関している場合、その変数に関する値が相関値と同一又は同程
度である消費者は、動作５０８で、モデリングされている消費者の母集団に追加される。
【０１１１】
　動作５１０では、処理するためにより多くの変数が使用可能であるか否かの判定を行う
。より多くの変数が使用可能である場合、処理は動作５０４に戻る。それ以上使用可能な



(24) JP 6424225 B2 2018.11.14

10

20

30

40

50

変数がない場合、消費者の母集団は、動作５１２で、変数と位置の相関関係に基づいてモ
デル化される。
【０１１２】
　図６は、本発明の一実施形態により、小売施設内の消費者の１つ以上の次の位置を予測
するプロセス６００を示している。
【０１１３】
　動作６０２では、消費者に関連する識別子を取得する。この識別子は、ユーザによって
スキャンされたロイヤリティカード識別子、セルフスキャンシステムで使用されている消
費者のモバイルデバイスを識別するモバイルデバイス識別子、及び／又は消費者を識別す
るために使用できるその他の識別子を含めてもよい。
　例えば、消費者は、小売施設に入り、小売施設によって提供されたセルフスキャナ装置
を手に取り、消費者のロイヤリティカード又はその他の識別媒体をスキャンすることがで
きる。
　他の例において、ユーザは、セルフスキャンモバイルアプリケーションを作動させるこ
とができ、そのアプリケーションは、モバイルデバイス識別子を送信し、及び／又は顧客
のロイヤリティカードをスキャンするために使用する。その他の例としては、ユーザの位
置を直接追跡するために使用されるデバイスを手に取ること又は作動させること等も起こ
り得る。
【０１１４】
　動作６０４では、消費者プロファイルを取得する。例えば、消費者プロファイルは識別
子に関連して事前記憶する。消費者プロファイルは、消費者の以前の買物挙動、消費者の
対象者属性情報、及び／又は１つ以上の消費者グループと同程度であるもの（又はどの特
定のグループとも同程度ではないもの）として消費者を分類するために使用できるその他
の情報を含めてもよい。
【０１１５】
　動作６０６では、消費者に関する１つ以上の次の位置を予測するために使用されるモデ
ルを、消費者プロファイルに基づいて選択する。例えば、消費者プロファイルからの特性
は、その消費者について適切なモデルを選択するためにモデリングされた消費者の母集団
のメンバーの特性と比較してもよい。
【０１１６】
　動作６０８では、現在買物移動中の小売施設内での消費者の現在位置及び／又は以前の
位置を決定する。この決定は、その位置が分かっているスキャンされた商品、本明細書に
記載されている位置特定技法による位置情報、及び／又はその他の方法に基づいて行う。
【０１１７】
　動作６１０では、選択されたモデル、現在位置、現在の買物移動開始以降の経過時間、
最後の位置表示（例えば、最後のスキャン）以降の経過時間、及び／又はその他の情報に
基づいて１つ以上の次の位置を決定する。
【０１１８】
　動作６１２では、１つ以上の次の位置に関連する情報を（例えば、顧客のモバイルデバ
イス及び／又は現在買物移動中に消費者にとってアクセス可能なその他のデバイスを介し
て）顧客に提供する。この情報は、次の位置までの経路に沿って配置された商品に関する
インセンティブ、その商品を必要とするレシピ、栄養情報、衣料品の寸法決定／素材情報
、及び／又はその他の情報を含めてもよい。
【０１１９】
　動作６１４では、新しい位置が受信されたか否かの判定を行う。消費者の新しい位置が
受信された場合、処理は動作６０８に戻る。新しい位置が受信されない場合、動作６１６
で、現在の買物移動を終了するか否かの判定を行う。現在の買物移動は、チェックアウト
／支払プロセスが開始されたという指示、消費者が小売施設を出たという指示、及び／又
はその他の終了指示により、終了するものとして示すことができる。
【０１２０】
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　動作６１６では、現在の買物移動を終了する場合、動作６１８でモデルを洗練するため
に予測及び予測の成功、又は失敗を記憶する。現在の買物移動を終了しない場合、処理は
動作６１０に戻る。
【０１２１】
　図７は、本発明の一実施形態により、小売施設内の消費者の１つ以上の次の位置を予測
するために使用されるモデルを決定するプロセス６０６を示している。
【０１２２】
　動作７０２では、消費者プロファイルをモデリングされた消費者グループの特性と比較
する。動作７０４では、消費者の１つ以上の特性（消費者プロファイルに記載されている
もの）が消費者グループの特性と同程度であるか否かの判定を行う。
【０１２３】
　動作７０６では、消費者の特性が消費者グループの特性と同一又は同程度のものである
場合、その消費者グループに関するモデルを選択する。消費者の特性が複数の消費者グル
ープと同一又は同程度である場合、どのグループが消費者に関して最も高い類似性を有す
るかを判定するために、複数の消費者グループは、相互にランク付けされる。このような
類似性は、図１に関して記載されているように、訪問した位置に相関している１つ以上の
変数の値間の差のレベルに基づいて判定することができる。
【０１２４】
　動作７０８では、消費者の特性がどの消費者グループの特性とも非同一であるか又は同
程度ではない場合、その消費者の以前の履歴について十分な情報が分かっているか否か（
例えば、記憶されている消費者の以前の買物移動の回数が事前定義の及び／又は構成可能
な閾値を超えているか否か）の判定を行う。その消費者について十分な情報が分かってい
る場合、動作７１０では、消費者の以前の買物挙動に基づくモデルを選択する。その消費
者について十分な情報が分かっていない場合、動作７１２では、一般的な母集団に関する
モデルを選択する。
【０１２５】
　本発明のその他の実施形態、使い方、及び利点は、本明細書に開示されている本発明の
明細及び実施を考慮すれば、当業者にとって明らかになるであろう。この明細は例示的な
ものとしてのみ見なすべきであり、したがって、本発明の範囲は特許請求の範囲によって
のみ限定されることが意図されている。
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